
【原案の縦覧】

期間：令和８年１月２３日（金）～ ２月５日（木）

（土・日を除く）

時間：時間：午前８時３０分～午後５時

場所：調布市まちづくり推進課（市役所７階）

狛江市まちづくり推進課（市役所５階）

及び狛江市ホームページ ※調布市では市役所窓口のみ

【ご意見の提出】

期間：令和８年１月２３日（金）～ ２月１２日（木）

（土・日・祝を除く）

時間：午前８時３０分～午後５時

場所：調布市まちづくり推進課（市役所７階）持参または郵送

狛江市まちづくり推進課（市役所５階）持参または郵送

※ 提出できる方及び提出方法の詳細は，市のホームページをご覧ください。

調布市都市整備部まちづくり推進課
狛江市都市建設部まちづくり推進課

神代団地地区地区計画の策定に関する
原案説明会

原案説明会の日時 会場

令和８年１月２３日（金）午後６時～午後８時
神代団地 中央集会所 洋室１

令和８年１月２４日（土）午前１０時～正午

原案説明会
調布市ホームページ

令和８年１月
調布市・狛江市

調布市・狛江市では，神代団地地区が抱える課題の解

決や，社会状況の変化への対応など，当地区のまちづく

りを計画的に推進するため，現行の「一団地の住宅施

設」から「地区計画」への移行に向けて，独立行政法人

都市再生機構（ＵＲ）とともに検討を進めてきました。

令和７年８月にはまちづくり懇談会を開催し，神代団

地地区のまちづくりの方向性に関するご意見を皆様から

いただきました。

このたび，皆様からいただいたご意見を踏まえ，神代

団地地区地区計画の原案を作成しましたので，ご説明い

たします。

原案説明会
狛江市ホームページ



１ まちづくり懇談会の実施結果について
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令和７年８月２９日（金）および３０日（土）にまちづくり懇談会を開催し，延べ１３０人にお越しい

ただきました。お忙しいなか，ご来場いただきありがとうございました。

ご来場いただいた方からアンケート及び聞き取りによりお伺いししました。下表は主なご意見をまとめ

たものです。

緑・自然
・神代団地の自然環境や緑が好きと答えた方が約８割
・今後も緑や自然を残してほしいとの意見 等

公園・広場
・オープンスペース・広場が好きと答えた方が約６割
・今後も広場等を残してほしいとの意見 等

地域・コミュニティ
・地域の繋がりが好きと答えた方が約半数
・一方で，地域との繋がりに不満があると答えた方が約３割
・地域イベント等を開催する場がほしいとの意見 等

生活利便施設等
・商店やスーパー等がほしい（不満）と答えた方が３～４割
・中央広場のカフェに対して好意的な意見
・スーパーの規模が小さいとの意見 等

道路・交通
・歩道が広く安全との意見
・調布３・４・９号線（松原通り～金子地域福祉センター）の整備後につい
て，安全や渋滞への対策をしてほしいとの意見 等

住宅・屋外環境
・住棟間隔が広く，日当たりがよいとの意見
・街路灯が少ないとの意見 等

災害への備え
・地域防災性向上のため，自助・共助など地域で出来る水害への備えを検討
すべき 等

懇談会自体・その他 ・オープンハウス形式だと自由に質問が出来てよかったとの意見 等



２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

地区施設の配置及び規模

道路，公園などの配置や規模を定めます。
②-２ 地区施設の配置及び規模

〇道路
〇その他の公共空地

建築物等に関する事項

建築物等に関する制限を詳しく定めます。
③-２ 建築物等に関する事項

ア 建築物等の用途の制限
イ 建築物の容積率・建蔽率の最高限度
ウ 建築物の敷地面積の最低限度
エ 壁面の位置の制限
オ 壁面後退区域における工作物の設置の制限
カ 建築物等の高さの最高限度
キ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
ク 建築物の緑化率の最低限度
ケ 垣又は柵の構造の制限

（２）名称・位置・面積

地区計画を設定するエリアの名称・
位置・面積を定めます。

地区整備計画区域

地区計画区域

凡例

名 称 神代団地地区地区計画

位 置 調布市西つつじケ丘４丁目，狛江市西野川１丁目，西野川２丁目，及び西野川４丁目各地内

面 積 約２２.１ｈａ（うち調布市 約２０.４ｈａ・狛江市 約１.７ｈａ）

（１）地区計画の構成 地区計画で定める内容は以下の図のとおりです。

（２）名称・位置・面積 地区計画を設定するエリアの名称・位置・面積を定めます。
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（３）地区計画の目標

どのような目標に向かって地区のま
ちづくりを進めるかを定めます。

（４）区域の整備・開発及び保全に
関する方針，地区整備計画

地区計画の目標を実現するための方
針を定めます。
① 土地利用の方針
② 地区施設の整備の方針
③ 建築物等の整備の方針
④ その他当該区域の整備，開発

及び保全に関する方針
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地区整備計画区域

地区計画区域



２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（３）地区計画の目標
どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるかを定
めます。

なお，本地区では各街区の建替え等の熟度に応じて，計画的かつ段階的に地区計画の見直しを行うも

のとする。

１
環境性能に優れた長寿命かつ居住水準の高い良質な住宅ストックの形成を誘導し，多様な世代
の居住促進を図る。

２
地区内の調布３・４・９号線や調布３・４・１０号線沿道には，生活支援機能等を誘導し，地
域の活性化及び利便性の向上を図る。

３
地域住民の活動の場である団地中央にある広場空間（一団地公園８号）の機能を継承・強化し，
多世代が集う交流拠点の形成を図る。

４ 地震時の避難スペース，地震・水害時の避難経路の確保など，地域の防災性の向上を図る。

５
地区内の歩行者通路や，子どもが遊ぶ広場の機能を継承・強化し，憩いと潤いのある環境の形
成を図る。

６
野川沿いや周辺住宅地に接する部分に，公共空間等を設け，野川と調和した緑豊かな景観を形
成するとともに，周辺住宅地と調和する良好な街並み景観を形成する。

本地区は，調布市の東部南端，狛江市の北端部に位置し，つつじヶ丘駅から徒歩圏でありながら，地

区内には野川をはじめとした豊かな自然環境を有している。また，ＵＲ都市機構により一団地の住宅施

設として整備された賃貸住宅，道路，広場，商業，教育施設等が一体的に配置され，良好な住環境が形

成されるとともに，子どもの遊びや交流活動の場として地域に貢献している。一方，建物の高経年化に

伴う居住性能の低下や利便施設の適切な更新，防災性の向上，地区内の高齢化率の上昇等に伴うバリア

フリーやコミュニティ・交流活動の維持・継続といった課題が顕在化してきており，これら課題に対応

した，多様な世代にとって魅力ある街への再生が求められる。

さらに，「調布市都市計画マスタープラン」で，人々の活動や地域の交流の中心地として，良好な住

環境を形成するとともに多世代が安心して暮らし・交流できる拠点の形成を目指す「生活拠点」に位置

付けられている。また，「狛江市都市計画マスタープラン」においては，「大規模住宅地区」に位置付

けられており，既存の大規模集合住宅（おおむね３００戸以上）について適切な管理・更新・建替えの

促進，周辺環境との調和を図ることとされている。

このことから，本地区では良好な住環境を維持しつつ，建替えを契機として以下のような市街地を段

階的に形成することを目標とする。
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２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

① 土地利用の方針

住宅再生地区

住宅再生促進地区

公共公益地区

区域を次のように区分し，各地区の特性に応じて方針を運用しつつ，区域一帯で良好な市街地環境を形

成する。

１ 住宅再生地区【調布市】

・住宅の建替えにより，多様な世代に対応した良質な中高層住宅地の形成を図る。

・調布３・４・９号線と調布３・４・１０号線沿道の景観，周辺環境との調和を図る。

・幅員４ｍ未満の道路の拡幅により，歩行者の安全性，避難経路の確保など，防災機能を強化する。

２ 住宅再生促進地区【調布市・狛江市】

・現状の良好な住環境を引き続き維持・保全する。

・将来の建替えの熟度が高まった段階で「住宅再生地区」等へ移行を目指す。

なお，「住宅再生地区」として整備する際には，調布３・４・９号線又は調布３・４・１０号線に面

する部分の低層部には，日常生活の利便に資する商業施設，生活利便施設，公益施設等，地域の賑わ

い形成に資する土地利用を誘導する。また，緑豊かで良好な住環境の形成及び防災性の向上を図るた

め，開放性のある広場や子どもの遊び場等を適切に配置する。

３ 公共公益地区【調布市】

・小学校，プール，図書館等，社会状況の変化に対応した土地利用を行う。
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一団地緑地１ 公園１

１ 一団地公園

敷地内通路敷地内通路１号

１ 歩道状空地 区画通路１号 区画道路

２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

②-１ 地区施設の整備の方針

（４）公園
地域の交流空間とな
るオープンスペース
を創出するため，公
園を整備する。

（１）一団地公園

（３）歩道状空地
防災性の向上に寄与し，安全で
快適な歩行者空間を創出するた
め，歩道状空地を整備する。

（２）一団地緑地

（５）敷地内通路
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２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

②-１ 地区施設の整備の方針

②-２ 地区施設の配置及び規模

・一団地の住宅施設の計画図から現在の実態に合わせて公園，緑地を再編

・公園，緑地それぞれ一団地の住宅施設における合計面積以上を確保

一団地の住宅施設 地区計画

道
路

幹
線
道
路

調布３・４・９号線（旧：調布２・２・１５号線）
幅員１６ｍ 延長約４７０ｍ

区画道路 １２か所
幅員 ４.０ｍ～９.９ｍ
延長 約１０ｍ～約３１０ｍ

調布３・４・１０号線（旧：調布２・２・６号線）
幅員１６ｍ 延長約２１０ｍ

団地内には，調布２・２・６号線に直交する調布２・２・
１５号線を軸に，幅員４ｍ・６ｍ・９ｍの団地内通路を適
宜配置する。（※箇所数等の記載なし）

公
園
等

公園 １１か所 約２.６ｈａ

公園（新設） １か所 約２００㎡

一団地公園 １４か所 約２６，１５０㎡

合計 １５か所
約２６，３５０㎡
(約２.６ｈａ)

緑
地

緑地 約０.９ｈａ
（※箇所数の記載なし）

一団地緑地 １１か所
約１０，６５０㎡
(約１.１ｈａ)

歩道状空地（新設） ２か所 約３００㎡
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１ 地区内の道路については，原則的に区画道路に位置付け，適切に機能の維持保全を図る。

２ その他の公共空地については，地区内に適切に配置・整備する。

（１）一団地公園

地域の交流や遊びの場である一団地の住宅施設により配置された広場等を適切に維持保全する。

将来的な建替えにより公園等として再配置となる場合でも，一団地の住宅施設と同等以上の合計

面積を適切に配置し，良好な環境を継承する。

（２）一団地緑地

一団地の住宅施設により配置された緑地を適切に維持保全する。将来的な建替えにより緑地の位

置が変更になる場合でも，一団地の住宅施設と同等以上の緑を適切に配置し，良好な環境を継承

する。

（３）歩道状空地

防災性の向上に寄与し，安全で快適な歩行者空間を創出するため，都市計画道路などの沿道に歩

道状空地を整備する。

（４）公園

住宅再生地区には地域の交流空間となるオープンスペースを創出するため，公園を整備する。

（５）敷地内通路

回遊性のある歩行者ネットワークの形成及び災害時における多方面への避難経路を確保するため，

一団地の住宅施設により配置された通路を，適切に維持保全する。



２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

名称 幅員 延長 備考

区画道路１号 ７.３～９.０ｍ 約３１０ｍ 既設【調布市】

区画道路２号 ９.０～９.５ｍ 約２８０ｍ 既設【調布市】

区画道路３号 ９.０～９.９ｍ 約１７０ｍ 既設【調布市】

区画道路４号 ９.０～９.９ｍ 約２７０ｍ 既設【調布市・狛江市】

区画道路５号 ６.５ｍ 約９０ｍ 既設【調布市】

区画道路６号 ４.０ｍ 約４０ｍ 既設【調布市】

区画道路７号 ４.０ｍ 約７０ｍ 既設【調布市】

区画道路８号 ４.０ｍ 約１０ｍ 既設【調布市】

区画道路９号 ４.０ｍ 約８０ｍ 既設【調布市】

区画道路１０号 ６.０ｍ 約１００ｍ 既設【調布市】

区画道路１１号 ６.０ｍ 約８０ｍ 既設【調布市】

区画道路１２号 ６.５ｍ 約１００ｍ 既設【狛江市】

道路

一団地緑地１

公園１

敷地内通路敷地内通路１号

１ 一団地公園

１ 歩道状空地

区画通路１号 区画道路
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２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

名称 面積 備考

公園
調１号

約２００㎡ 新規【調布市】

名称 面積 備考

一団地緑地
調１号

約１，４００㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調２号

約９００㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調３号

約９５０㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調４号

約９００㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調５号

約７５０㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調６号

約６００㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調７号

約２，５００㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調８号

約１，４００㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調９号

約５５０㎡ 既設【調布市】

一団地緑地
調狛１０号

約５０㎡ 既設【調布市・狛江市】

一団地緑地
調狛１１号

約６５０㎡ 既設【調布市・狛江市】

その他公共空地

名称 幅員 延長 備考

敷地内通路
調１号

約４.３ｍ 約７０ｍ 既存【調布市】

敷地内通路
調２号

約６．２～
１３.０ｍ

約９０ｍ 既存【調布市】

敷地内通路
調３号

約６.０～
８.０ｍ

約１２０ｍ 既存【調布市】

敷地内通路
調４号

約３.３～
４.７ｍ

約１３０ｍ 既存【調布市】

敷地内通路
調５号

約７.３～
１０.４ｍ

約１００ｍ 既存【調布市】

敷地内通路
調狛６号

約６.５～
９.４ｍ

約１９０ｍ
既存【調布市・

狛江市】

名称 面積 備考

一団地公園
調１号

約１，５５０㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調２号

約４，２００㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調３号

約１，３５０㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調４号

約１，３００㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調５号

約１，３００㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調６号

約１，５５０㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調７号

約１，０００㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調８号

約７，３００㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調９号

約１，２００㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調１０号

約８５０㎡ 既設【調布市】

一団地公園
調狛１１号

約１，０００㎡ 既設【調布市・狛江市】

一団地公園
調狛１２号

約１，１００㎡ 既設【調布市・狛江市】

一団地公園
調狛１３号

約１，５００㎡ 既設【調布市・狛江市】

一団地公園
狛１４号

約９５０㎡ 既設【狛江市】

名称 面積 備考

歩道状空地
調１号

約２００㎡
新設【調布市】

延長１２０ｍ，幅員２ｍ

歩道状空地
調２号

約１００㎡
新設【調布市】

延長５０ｍ，幅員２ｍ

・公園

・一団地公園

・一団地緑地

・歩道状空地

・敷地内通路
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２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

③-２ 建築物等の整備の方針

１ 健全な市街地環境を形成しつつ，各地区の土地利用の方針を実現するため，建築物等の用途の制

限を定める。

２ ゆとりある良好な住環境の維持と，適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため，建築物等の用

途の制限，建築物の容積率の最高限度，建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低

限度を定める。

３ 歩道状空地など敷地内の有効な空地を確保し，ゆとりある街並みを形成するため，壁面の位置の

制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。

４ 野川の景観や周辺住宅地との調和に配慮するため，建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形

態又は色彩その他の意匠の制限を定める。

５ 秩序ある良好な街並みの形成と敷地の緑化を推進するため，建築物の敷地面積の最低限度，建築

物の緑化率の最低限度，垣又は柵の構造の制限及び土地の利用に関する事項を定める。

６ 住宅再生地区では，環境性能に優れた長寿命かつ居住水準の高い良質な住宅ストックを積極的に

誘導するため，必要な措置を講じる。

住宅再生
地区

住宅再生
促進地区

公共公益
地区

約０.４ｈａ 約１９.９ｈａ 約１.８ｈａ

ア：建築物等の用途の制限 〇 〇 〇

イ：建築物の容積率・建蔽率の最高限度 〇 〇 ―

ウ：建築物の敷地面積の最低限度 〇 〇 ―

エ：壁面の位置の制限 〇 ― ―

オ：壁面後退区域における工作物の設置の制限 〇 ― ―

カ：建築物等の高さの最高限度 〇 ○ ―

キ：建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 〇 ○ 〇

ク：建築物の緑化率の最低限度 〇 〇 ―

ケ：垣又は柵の構造の制限 〇 ○ 〇

各地区における制限の有無は以下の表のとおりです。

9



２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

③-２ 建築物等に関する事項

イ 建築物の容積率・建蔽率の最高限度

健全な市街地環境を形成しつつ，各地区の土地利用の方針を実現するため，また，ゆとりある良好な住
環境の維持と，適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため，建築物等の用途の制限を定めます。

住宅再生地区 住宅再生促進地区 公共公益地区

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
（１）一戸建ての住宅（事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。）
（２）長屋，寄宿舎又は下宿
（３）神社，寺院，教会その他これらに類するもの
（４）自動車車庫（建築物に附属するものを除く。）

ア 建築物等の用途の制限

ゆとりある良好な住環境の維持と，適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため，建築物の容積率の最
高限度，建築物の建蔽率の最高限度を定めます。

住宅再生地区 住宅再生促進地区

建築物の容積率の最高限度 １５／１０ ９／１０

建築物の建蔽率の最高限度 ５／１０ ３／１０

ウ 建築物の敷地面積の最低限度

ゆとりある良好な住環境の維持と，適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため，また，秩序ある良好
な街並みの形成を図るため，建築物の敷地面積の最低限度を定めます。

10

住宅再生地区 住宅再生促進地区

２，０００㎡

建築基準法第８６条第１項又は第２項の規定による認定に係る公告対象区域については，これを一の敷
地とみなして適用する。



２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

③-２ 建築物等に関する事項

住宅再生地区においては，歩道状空地など敷地内の有効な空地を確保し，ゆとりある街並みを形成する
ため，壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めます。

住宅再生地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱等の位置は，次によるものとする。

１ １号壁面の位置の制限は，調布３・４・９号線及び調布３・４・１０号線の道路境界線から３ｍ以
上後退しなければならない。

２ ２号壁面の位置の制限は，道路境界線から２ｍ以上後退しなければならない。

３ ３号壁面の位置の制限は，隣地境界線から４ｍ以上後退しなければならない。

１号壁面及び２号壁面は，道路に面して壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との
間の土地の区域については，門，塀，フェンス，看板，自動販売機等の工作物は設置してはならない。
ただし，次の各号に掲げるものを除く。

（１）バス停留所上屋，電柱等の公共公益上必要なもの

（２）街路灯，出庫警報等の交通安全上必要なもの

（３）ベンチ等の休憩環境の向上に必要な施設

（４）生垣，植栽ますその他これらに類するもので歩行者等の通行及び安全上支障のないもの

（５）前４号に掲げるもののほか，市長が公共公益上又は管理上必要と認めるもの

※壁面後退を設定する住宅再生地区は道路
と接する部分に歩道状空地を整備する。

今回地区整備計画で定める箇所（その他の地区は，建替え計画の熟度に合わせて順次設定）

エ 壁面の位置の制限 オ 壁面後退区域における工作物の設置の制限
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２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

③-２ 建築物等に関する事項

住宅再生地区 住宅再生促進地区

建築物の高さ（地盤面からの高さによ
る）は，次のいずれか低い高さとする。

１ 最高高さ：２５ｍ以下

２ 建築物の各部分の高さは，当該部
分から本地区整備計画区域の境界
線（当該境界線に沿って道路があ
る場合は当該道路の反対側の境界
線）の真北方向の水平距離の
０．６倍に５ｍを加えたもの以下。

住宅再生地区 住宅再生促進地区 公共公益地区

周辺の市街地や自然環境との調和に配慮した彩度，明度を用い，落ち着いた色彩とする。

現在，当地区は，都市計画

により「２５ｍ第二種高度

地区」（左図）が指定され

ています。

地区計画への移行にあたっ

ては「住宅再生地区」及び

「住宅再生促進地区」にお

いて，「２５ｍ第一種高度

地区」（右図）に相当する

斜線型の高さ制限を新たに

設定し，北側地域への配慮

を行います。

住宅再生地区 住宅再生促進地区

２.５／１０

住宅再生地区

住宅再生促進地区

公共公益地区

道路，公園，広場その他の公共空地との敷地境界
に面して設置する垣又は柵は，生垣又は透視可能
なフェンス等とする。ただし，門柱・門扉・フェ
ンス等の基礎で道路面から高さが６０ｃｍを超え
ない部分，法令の規定により設置する必要がある
部分についてはこの限りでない。

６０ｃｍ
以下

６０ｃｍ
以下

住宅再生地区・住宅再生促進地区においては，野川の景観や周辺住宅地との調和に配慮するため，建築
物等の高さの最高限度を定めます。

カ 建築物等の高さの最高限度

野川の景観や周辺住宅地との調和に配慮するため，建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定め
ます。

キ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

秩序ある良好な街並みの形成と敷地の緑化を推進するため，建築物の緑化率の最低限度を定めます。

ク 建築物の緑化率の最低限度

秩序ある良好な街並みの形成と敷地の緑化を推進するため，垣又は柵の構造の制限を定めます。

ケ 垣又は柵の構造の制限
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２ 神代団地地区地区計画（原案）の内容

（４）区域の整備・開発及び保全に関する

方針，地区整備計画
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

④その他当該区域の整備，開発及び保全に関する方針

１ 地区全体で豊かな緑環境を形成するため，積極的に緑化を行うとともに既存樹木の保全に努める。

２ 住環境の向上を図るため，各街区の建替え等に合わせて，本地区計画を更新する。

３ 適切な土地利用を図るため，下図に示す軸及び拠点は次のように整備する。

（１）都市軸

適切な住棟配置等により統一感のある景観形成を図る。

（２）水辺の景観軸

野川と調和し，豊かで広々とした景観形成及び空間整備を図る。

（３）コミュニティ拠点

生活軸の結節点として，商業施設等の誘導により地域の賑わい・生活利便性の向上を図る。

（４）生活軸

豊かな緑やオープンスペースを繋ぎ，心地よく歩ける空間整備を図る。

４ 地域の防災性の向上を図るため，下図に示す野川から北へ向かう動線を避難動線の向上を図る経路

に位置付ける。

５ ゆとりある住環境及び歩行空間を整備するため，下図に示す範囲において，段階的に壁面線の位置

を制限する。

都市軸

水辺の景観軸

生活軸

避難動線の向上
を図る経路

オープンスペース
（生活軸に沿って配置する）

壁面線の位置

コミュニティ
拠点
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３ 今後のスケジュール（案）

問合せ先

調布市
都市整備部 まちづくり推進課

狛江市
都市建設部 まちづくり推進課

ＴＥＬ：042‐481‐7444 ＴＥＬ：03‐3430‐1309

ＦＡＸ：042‐481‐6800 ＦＡＸ：03‐3430‐6870

E-Mail：keikaku@city.chofu.lg.jp E-Mail：tokeit01@city.komae.lg.jp

縦覧期間および意見受
付期間等は本資料表紙
をご覧ください。
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地区計画（原案）の告示・縦覧

（都市計画法第１６条）
（令和８年１月）

東京都協議

（都市計画法第１９条）
（令和８年３月 予定）

地区計画条例改正

（令和８年９月 予定）

地区計画（案）の告示・縦覧

（都市計画法第１７条）
（令和８年４月 予定）

都市計画審議会（付議）
都市計画決定・告示
（令和８年７月 予定）

市報や市ＨＰ等でお
知らせいたします。

本資料に使用している地形図について
この地図は，東京都縮尺１/２，５００地形図を使用（「承認番号：７都市基交測第６５号」，「承認番号：７都市基街都第１６７号，令和
７年８月１５日」）して作成したものである。無断複製を禁ずる。この地図の著作権は，東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。
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